
北１３条道路イチョウ並木歩行者天国の実施について

（車両通行止めによる安全確保）

実施目的 毎年黄葉シーズンは北１３条道路のイチョウ並木に観光客・市民等

が多数訪れ，写真撮影や銀杏拾いなどにより，交通事故が懸念される

ため，構内交通対策の一環として，昨年に引き続き（昨年は１１月５

日に実施）休日の２日間に限り，北１３条道路イチョウ並木を歩行者

天国として開放する。

実施期間 平成１９年１１月３日（土），１１月４日（日）

実施時間 １０時～１６時

実施方法 ・実施時間の間，北１３条道路を通行止めとする。

・代替措置として，正門を臨時通用門とする。

・北１３条道路に面している関係部局の車両は１３条駐車場を利用す

る。

・事前に門出入り口に看板等で周知する。

安全管理 北１３条門にガードマンを４人配置し，誘導案内を行う。

備 考 昨年実施後の評価（平成18年11月10日安全衛生委員会報告）

・観光客・市民共に好評であった。

・来年も実施して欲しいとの意見があった。

○ 担当：施設部施設保全課

○ 電話：011-706-2071


